
実施日時 ： 平成２８年４月２０日（水）１９：３０～２０：４５

参　加　者： 67名（市民　47名、職員　20名）

No 質問内容 お答え（概要） 対応状況・今後の方針 担当部署

1

・上高田の道路標識について、通学時間帯に大
型車が通学路に侵入するような道路標識になっ
ており、非常に危険である。通学時間帯は、大型
車が通行できないように標識を見直せないか。

【建設部技監】
・道路標識につきましては、昨年度も同様のご意見をいただき、西条西警察署と現地を確認し協
議を行っておりますが、再度協議したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

・西条西警察署の交通課へ要望いたしました。 ・建設部

2
・最近、近所で火事があったが、サイレン吹鳴音
が以前と変わり、聞き取りにくくなった。以前のよう
な聞き取りやすい音に変更してほしい。

【市民安全部長】
・電波法の改正により、サイレン吹鳴音はアナログ方式からデジタル方式に変更しており、音質
も変更になりました。聞き取りにくい等、お問い合わせが他にも多数ありますので、今後、微調整
を行う予定です。よろしくお願いいたします。

-
・市民安
全部

3
・国安地区は南北に走る市道の幅員が狭く入りに
くい道が多いので、緊急車両の出入りにも影響し
ている。どうにかならないのか。

【建設部技監】
・ご指摘の水原美容店から北への市道については、今年度下水道工事が予定されており、工事
が終わりましたら来年度から道路の拡幅工事を行う予定です。

・ご指摘のあった国安桑村地区の南北方向の道路整備につ
いては、緊急自動車の通行に対応するよう、平成27年度に市
道桑村東線及び平成28年度に市道明理川正法寺線の一部
道路拡幅を予定しています。
・今後も建築後退等に合わせ、道路拡幅改良を実施していき
たいと思いますので、ご協力をお願いします。

・建設部

4
・杉野製紙前の道路側溝が破損しており、危険で
ある。通学路なので早急に対応してほしい。

【建設部技監】
・現地確認を行い、早急に東予総合支所建設管理課で対応しますので、よろしくお願いいたし
ます。

・平成28年4月22日（金）に現地を確認し、修繕いたしました。 ・建設部

5
・消火栓用ホースを各所に設置しているが、使い
方がわかる人がいない。初期消火のため、消火
栓の使い方も説明してほしい。

【消防本部予防課長】
・消火栓の近くに設置しております消火栓用ホースは、主に地元の消防団の方が使用するため
に設置しております。市民の方が消火栓を使用しても構わないのですが、危険を伴うため消防
署で消火栓の取扱いについて講習をしておりますので、お申込みいただきますようよろしくお願
いします。

-
・消防本
部

6

・国安地区は他地区に比べて、停止線や車線が
消えているところが多い。標識があるところは警察
に要望しているが、標識がない部分の停止線に
ついては、引いてはいけないと聞いているが、
シール形式のストップマークを設置してもすぐに
はがれてしまう。通学路だけでも何か方法はない
か。

【市長】
・この件については、警察に話をしておりますが、公安の一定の基準に基づいて引いている線の
ほかに、任意で線を引くことはなかなかできないということです。しかし、地域の皆さんが交通安
全も含めて地域を支えてくれています。事故が起こってはいけませんので、地域の皆さんが危な
いと思う市道については、何か停止線のようなものができないか、方法を考えて設置します。

・平成28年4月22日（金）、西条西警察署の交通課に確
認しましたところ、規制を伴わない停止線の設置は出来
ないとのことでした。
※危機管理対応予定。

・建設部
・市民安
全部

7
・高田の高速道路下のフェンスの中及び付近の
水路にごみの不法投棄がたくさんあるが、どこの
管理なのか。どうにかならないか。

【建設部技監】
・高速道路のフェンスの中は、ネクスコ西日本の管理であるので、市から連絡します。水路につ
いては、市道の側溝になりますので現地を確認してから対応させていただきます。なお、地元に
協力をお願いすることもありますので、その際にはよろしくお願いします。

・平成28年4月22日（金）、ネクスコ西日本愛媛高速道路事務
所へ連絡し、要望内容を依頼済みです。
・現地を確認いたしました。順次清掃を行います。

・建設部

市政懇談会（国安公民館）における意見等の概要
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　　　　　　　　　　　市政懇談会開催日時点のものです。
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8
・市営墓地について、現在の使用者の把握につ
いてどのようにしているのか。

【生活環境部長】
・基本的には把握しております。なお、不明なところについては広報誌や該当墓地に看板を建て
るようにして周知していきます。

-
・生活環
境部

9
・広報3月号にお墓の手続きに関する記事が出て
いましたが、その記事に対する反応について教え
てほしい。

【生活環境部長】
・改葬申請の件数ならびに広報誌に対する問い合わせ件数については現在把握しておりませ
んので、確認してから報告いたします。

-
・生活環
境部

10

・国安公園の水銀灯について、昨年3灯のうち2灯
が消えていると連絡し、予算がないのですぐに修
繕できないとのことであった。内1灯については、
昨年度修理できたが、残り1灯について早急に修
繕をお願いしたい。

【建設部技監】
・早急に東予総合支所建設管理課で対応いたします。なお、昨年からお問い合わせいただいて
いるとのことで、大変申し訳ありませんでした。今後はこのようなことがないようにいたします。

・平成28年4月22日（金）に現地を確認し、修繕いたしました。 ・建設部

11
・消火栓ボックスが壊れているところが多い。修理
などの対応はどこがするのか。

【消防本部予防課長】
・担当部署は消防本部です。消火栓ボックスについては、地元消防団が年に2～3回点検を行っ
ており、状態の悪いものから順次交換しておりますので、よろしくお願いいたします。

-
・消防本
部

12
・交流センターのお風呂について、公衆浴場利
用（無料）券を利用することはできないのか。また
は、無料開放をしてほしい。

【市長】
・民間の方々を圧迫するため、お風呂券の使用および無料開放についてはできません。交流セ
ンターの入浴料は150円という低価格に設定していますので、ぜひご利用いただきますよう、よろ
しくお願いします。

-
・保健福
祉部

13
・近所に無人の空き家があるが、屋根瓦が今にも
道路側に落ちてきそうなので、対応をお願いした
い。

【市長】
・西条市内に危険空き家は約100軒あり、昨年までは、市から建物の所有者に撤去依頼の連絡
をしていました。今年度から、建物の所有者が申請すれば、例えば解体費用が100万円なら80
万円を市が補助するという制度を設けました。ご指摘の家屋については市の方から連絡します。

・今年度から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
き、特定空家等の指定に向けた調査を予定しております。
・特定空家等で勧告を受けると、固定資産税の特例が無くな
るなどにより、厳しい対応となりますので、老朽空家の解消に
向け、引き続き指導をして参ります。
・また、歩行者等の安全対策のために、現地に注意喚起看板
を設置いたします。

・建設部
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